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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に現像剤を担持する現像剤担持体と、
　前記現像剤担持体を回転可能に支持し、現像剤を収容する現像枠体と、
　ブレード部と、前記ブレード部を支持すると共に前記現像枠体に支持される支持部と、
備え、前記ブレード部は、前記支持部に支持される一端部と、この一端部から前記現像剤
担持体の回転方向の上流側に延びる自由端部を有し、前記現像剤担持体に担持される現像
剤の量を規制する弾性変形可能な規制部材と、
を有する現像装置であって、
　前記規制部材における前記ブレード部には、
　前記ブレード部の前記自由端部が延びる方向と交差する方向であって前記ブレード部の
厚み方向に関して前記現像剤担持体へ向かって突出し該現像剤担持体に当接する当接部を
備える突出部と、
　前記現像剤担持体の回転方向において前記突出部の上流側に位置し、一端が前記突出部
につながり他端が前記ブレード部の前記自由端部につながると共に、前記現像剤担持体と
対向する対向面と、が設けられており、
　前記対向面は、該対向面の前記一端から前記他端へ向かうにつれて、前記現像剤担持体
との距離が等しい又は近づく、変極点を有さない曲面であることを特徴とする現像装置。
【請求項２】
　前記現像剤担持体はローラ形状であって、前記対向面は、前記現像剤担持体の半径をＮ
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としたとき、前記曲面の曲率半径ＲをＲ＝Ｎ±０．５Ｎ（ｍｍ）の範囲としたことを特徴
とする請求項１に記載の現像装置。
【請求項３】
　前記規制部材は、前記対向面が構成される範囲において、前記対向面の前記一端から前
記他端に向かうにつれて、前記当接部における前記現像剤担持体の法線方向の厚さが厚く
なることを特徴とする請求項１または２に記載の現像装置。
【請求項４】
　表面に現像剤を担持する現像剤担持体と、
　前記現像剤担持体を回転可能に支持し、現像剤を収容する現像枠体と、
　ブレード部と、前記ブレード部を支持すると共に前記現像枠体に支持される支持部と、
備え、前記ブレード部は、前記支持部に支持される一端部と、この一端部から前記現像剤
担持体の回転方向の上流側に延びる自由端部を有し、前記現像剤担持体に担持される現像
剤の量を規制する弾性変形可能な規制部材と、
を有する現像装置であって、
　前記規制部材における前記ブレード部には、
　前記ブレード部の前記自由端部が延びる方向と交差する方向であって前記ブレード部の
厚み方向に関して前記現像剤担持体へ向かって突出し該現像剤担持体に当接する当接部を
備える突出部と、
　前記現像剤担持体の回転方向において前記突出部の上流側に位置し、一端が前記突出部
につながり他端が前記ブレード部の前記自由端部につながると共に、前記現像剤担持体と
対向する対向面と、が設けられており、
　前記対向面は、該対向面の前記一端から前記他端へ向かうにつれて、前記現像剤担持体
との距離が近づく平面であることを特徴とする現像装置。
【請求項５】
　前記規制部材は、前記対向面が構成される範囲において、前記対向面の前記一端から前
記他端に向かうにつれて、前記当接部における前記現像剤担持体の法線方向の厚さが厚く
なることを特徴とする請求項４記載の現像装置。
【請求項６】
　前記対向面は、前記当接部における前記現像剤担持体の法線方向に対して、前記回転方
向の上流側へ傾斜し、その傾斜した角度は、７７°以下とされていることを特徴とする請
求項４または５に記載の現像装置。
【請求項７】
　前記現像剤は、非磁性一成分トナーであることを特徴とする請求項１ないし６のいずれ
か１項に記載の現像装置。
【請求項８】
　前記対向面は、前記ブレード部の前記自由端部から前記突出部を構成する段差までの長
さＬを０．８５≦Ｌ（ｍｍ）≦２．００とし、
　前記突出部は、前記対向面との接続部からの最大高さＨを０．１≦Ｈ（ｍｍ）≦０．３
としたことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の現像装置。
【請求項９】
　前記当接部と前記現像剤担持体の間の当接幅Ｗを、６００≦Ｗ（μｍ）≦８００とした
ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の現像装置。
【請求項１０】
　前記支持部は、厚さ５０～１２０μｍのＳＵＳ板で構成されることを特徴とする請求項
１ないし９のいずれか１項に記載の現像装置。
【請求項１１】
　表面に静電潜像が形成される像担持体と、
　前記像担持体の静電潜像を前記現像剤担持体に担持された現像剤で現像する請求項１な
いし１０のいずれか１項に記載の現像装置と、
を備えたことを特徴とするプロセスカートリッジ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録材に画像を形成する電子写真プリンタ、電子写真複写機などの画像形成
装置に用いられる現像装置及びプロセスカートリッジに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置においては、現像剤担持体（現像ローラ）等の現像手段を有する現像装置
、又はこの現像装置と像担持体（感光体ドラム）を有するプロセスカートリッジを画像形
成装置に着脱可能とし、装置のメンテナンスを容易とする構成が知られている。この画像
形成装置においては、電子写真画像形成プロセスを用いられ、現像剤担持体（現像ローラ
）の表面にトナーを付着させた後、規制部材で均一な厚さのトナー層とする。そして、像
担持体に形成された静電潜像を現像剤担持体上に形成されたトナーで現像し、トナー像と
して可視化した後、トナー像を記録材に転写し、定着器でトナー像を記録材に定着させる
ことで、画像形成を行う。
【０００３】
　従来、規制部材と現像剤担持体は、現像剤担持体の回転方向に延びる接触幅が極めて短
く、線接触する構成となっていた。このため、規制部材によるトナーの帯電性が悪い他、
規制部材の現像剤担持体と接触する部分にトナーの固着が生じた場合、規制部材によるト
ナーの規制不良が生じ、トナー層が不均一になる問題を有していた。
【０００４】
　そこで現像剤担持体の回転方向の下流側に位置する一端を支持し、他端を現像剤担持体
の外周面に接触させて回転体周面上の現像剤を規制する規制部材とすることが提案されて
いる（特許文献１）。そしてこの構成では、規制部材を、規制部材と現像剤担持体との接
触部近傍で、現像剤担持体に対して外方に折り曲げた構成とし、像剤担持体の回転方向に
延びる接触幅が長くし、規制部材と現像剤担持体を面接触する構成としている。これによ
り、規制部材と現像剤担持体を均一に接触させ、トナーの帯電性の問題と、トナー固着の
問題を解消することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０３－４８８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の構成では、規制部材と現像剤担持体との接触部近傍で、現像剤担持体に対して外
方に折り曲げた規制部材としている。このため、規制部材の自由端は、現像剤担持体の回
転方向の上流側から回転方向の下流側に向うにつれて側現像剤担持体に近づき、接触する
構成とされていた。つまり、現像剤担持体の回転方向の上流側において、規制部材と、現
像剤担持体の外周面との間には、上流側の開口から接触部へ狭くなった楔形の空間が形成
されていた。この結果、楔形の空間にトナーが進入することにより、規制部材が現像剤担
持体の外周面から離れる方向に変形させる力が加わり、現像剤担持体に対する規制部材の
当接圧が減少し、当接幅も減少する恐れがあることが発明者の検討の結果、判明した。そ
こで本発明では、トナー層の規制不良を抑制し、画像不良の発生を抑制することができる
構成を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本発明の実施形態に係る現像装置は、表面に現像剤を担持する現像剤担持体と
、前記現像剤担持体を回転可能に支持し、現像剤を収容する現像枠体と、ブレード部と、
前記ブレード部を支持すると共に前記現像枠体に支持される支持部と、備え、前記ブレー
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ド部は、前記支持部に支持される一端部と、この一端部から前記現像剤担持体の回転方向
の上流側に延びる自由端部を有し、前記現像剤担持体に担持される現像剤の量を規制する
弾性変形可能な規制部材と、を有する現像装置であって、前記規制部材における前記ブレ
ード部には、前記ブレード部の前記自由端部が延びる方向と交差する方向であって前記ブ
レード部の厚み方向に関して前記現像剤担持体へ向かって突出し該現像剤担持体に当接す
る当接部を備える突出部と、前記現像剤担持体の回転方向において前記突出部の上流側に
位置し、一端が前記突出部につながり他端が前記ブレード部の前記自由端部につながると
共に、前記現像剤担持体と対向する対向面と、が設けられており、前記対向面は、該対向
面の前記一端から前記他端へ向かうにつれて、前記現像剤担持体との距離が等しい又は近
づく、変極点を有さない曲面であることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明の他の実施形態に係る現像装置は、表面に現像剤を担持する現像剤担持体と
、前記現像剤担持体を回転可能に支持し、現像剤を収容する現像枠体と、ブレード部と、
前記ブレード部を支持すると共に前記現像枠体に支持される支持部と、備え、前記ブレー
ド部は、前記支持部に支持される一端部と、この一端部から前記現像剤担持体の回転方向
の上流側に延びる自由端部を有し、前記現像剤担持体に担持される現像剤の量を規制する
弾性変形可能な規制部材と、を有する現像装置であって、前記規制部材における前記ブレ
ード部には、記ブレード部の前記自由端部が延びる方向と交差する方向であって前記ブレ
ード部の厚み方向に関して前記現像剤担持体へ向かって突出し該現像剤担持体に当接する
当接部を備える突出部と、前記現像剤担持体の回転方向において前記突出部の上流側に位
置し、一端が前記突出部につながり他端が前記ブレード部の前記自由端部につながると共
に、前記現像剤担持体と対向する対向面と、が設けられており、前記対向面は、該対向面
の前記一端から前記他端へ向かうにつれて、前記現像剤担持体との距離が近づく平面であ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、トナー層の規制不良を抑制し、画像不良の発生を抑制することができ
る構成を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例に係る現像ブレードを示す図である。
【図２】本発明の実施例に係る現像ブレードを備えた画像形成装置の断面図である。
【図３】本発明の実施例に係る現像ユニットを示す断面図である。
【図４】本発明の変形例に係る現像ブレードを示す図である。
【図５】本発明に係る現像ブレードの一例を示す概略断面図である。
【図６】本発明に係る現像ブレードの他の一例を示す概略断面図である。
【図７】本発明に係る現像ブレードの他の一例を示す概略断面図である。
【図８】本発明に係る現像ブレードの他の一例を示す概略断面図である。
【図９】本発明に係る現像ブレードの他の一例を示す概略断面図である。
【図１０】当接部の形状を説明するための概略断面図である。
【図１１】本発明に係る現像ローラの一例を示す概略断面図である。
【図１２】現像ブレードの製造装置の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施例について詳細に説明する。尚、以下の実施例
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、及び、それらの相対配置、各パラメータ
の値などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきもので
あり、本発明の範囲を以下の実施例に限定する趣旨のものではない。
【００１２】
尚、本発明に係る現像装置において、前記「非接触の間隙の幅」とは、現像ローラの中心
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からの半径方向の直線上の距離であって、現像ローラの表面から、対向する突出し部の表
面までの距離を意味する。また前記「当接部」とは、現像剤層厚規制部と現像ローラの表
面とが当接する部分を意味する。更に、現像剤層厚規制部が回転する現像ローラと最初に
当接する箇所を当接部の「上流端」といい、現像剤層厚規制部と現像ローラとの当接が終
了する箇所を当接部の「下流端」といい、該当接部の上流端よりもさらに上流側を「当接
部より上流側」という。また、「長手方向」とは、現像ローラの回転軸に平行な方向を意
味し、図５の紙面に垂直な方向を意味する。「短手方向」とは、図５のＸ方向を意味し、
「厚さ方向」とは、図５のＺ方向を意味する。 
【実施例】
【００１３】
＜画像形成装置の全体的な概略構成＞
　まず、本発明に係る電子写真画像形成装置（以下、画像形成装置）の全体構成について
説明する。図２は、本実施例の画像形成装置１００の概略断面図である。本実施例の画像
形成装置１００は、インライン方式、中間転写方式を採用したフルカラーレーザープリン
タである。
【００１４】
　画像形成装置１００は、画像情報にしたがって、記録材（例えば、記録用紙、プラスチ
ックシート、布など）にフルカラー画像を形成することができる。画像情報は、画像読み
取り装置、或いは、画像形成装置１００に通信可能に接続されたパーソナルコンピュータ
等のホスト機器から、画像形成装置１００に入力される。
【００１５】
　画像形成装置１００は、複数の画像形成部として、それぞれイエロー（ｙ）、マゼンタ
（ｍ）、シアン（ｃ）、ブラック（ｂ）の各色の画像を形成するための第１、第２、第３
、第４のプロセスカートリッジ１０ｙ、１０ｍ、１０ｃ、１０ｂを有する。本実施例では
、第１～第４のプロセスカートリッジ１０ｙ、１０ｍ、１０ｃ、１０ｂは、鉛直方向と交
差する方向に一列に配置されている。
【００１６】
　なお、本実施例では、第１～第４のプロセスカートリッジ１０ｙ、１０ｍ、１０ｃ、１
０ｂの構成及び動作は、形成する画像の色が異なることを除いて実質的に同じである。し
たがって、以下、特に区別を要しない場合は、いずれかの色用に設けられた要素であるこ
とを表すために符号に与えた添え字ｙ、ｍ、ｃ、ｂは省略して、総括的に説明する。
【００１７】
　本実施例では、画像形成装置１００は、複数の像担持体として、鉛直方向と交差する方
向に並設された４個のドラム型の電子写真感光体、すなわち、感光体ドラム１（１ｙ、１
ｍ、１ｃ、１ｂ）を有する。感光体ドラム１は、図示しない駆動手段（駆動源）により回
転駆動される。感光体ドラム１の周囲には、帯電ローラ２（２ｙ、２ｍ、２ｃ、２ｂ）、
スキャナユニット（露光装置）７、現像ユニット（現像装置）３（３ｙ、３ｍ、３ｃ、３
ｂ））、クリーニングユニット５（５ｙ、５ｍ、５ｃ、５ｂ）、が配置されている。帯電
ローラ２は、感光体ドラム１の表面を均―に帯電する帯電手段である。またスキャナユニ
ット７は、パーソナルコンピュータ等のホスト機器から入力された画像情報からＣＰＵ９
で演算された出力に基づき、レーザーを照射して感光体ドラム１上に静電像（静電潜像）
を形成する露光手段である。現像ユニット５は、静電像を現像剤（以下、トナー）像とし
て現像する現像手段である。クリーニングユニット５は、転写後の感光体ドラム１の表面
に残ったトナー（転写残トナー）を除去するクリーニング手段である。
【００１８】
　そして、感光体ドラム１と、感光体ドラム１に作用するプロセス手段としての帯電ロー
ラ２、現像ユニット３及びクリーニングユニット５は一体化され、プロセスカートリッジ
１０を形成している。プロセスカートリッジ１０は、画像形成装置１００に設けられた装
着ガイド、位置決め部材などの装着手段を介して、画像形成装置１００に着脱可能となっ
ている。
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【００１９】
　また４個の感光体ドラム１に対向して、感光体ドラム１上のトナー像を記録材Ｐに転写
するための中間転写体としての中間転写ベルト６１が配置されている。無端状のベルトで
形成された中間転写ベルト６１は、全ての感光体ドラム１に当接し、図示矢印Ｒ２方向（
時計方向）に循環移動（回転）する。中間転写ベルト６１は、複数の支持部材として、二
次転写対向ローラ６２、駆動ローラ６３、従動ローラ６４に掛け渡されている。
【００２０】
　中間転写ベルト６１の内周面側には、各感光体ドラム１に対向するように、一次転写手
段としての、４個の一次転写ローラ４（４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｂ）が並設されている。一
次転写ローラ４は、中間転写ベルト６１を感光体ドラム１に向けて押圧し、中間転写ベル
ト６１と感光体ドラム１とが当接する一次転写部を形成する。
【００２１】
　また、中間転写ベルト６１の外周面側において二次転写対向ローラ６２に対向する位置
には、二次転写手段としての二次転写ローラ６５が配置されている。二次転写ローラ６５
は、中間転写ベルト６１を介して二次転写対向ローラ６２に圧接し、中間転写ベルト６１
と二次転写ローラ６５とが当接する二次転写部を形成する。
【００２２】
　トナー像が転写された記録材Ｐは、定着手段としての定着装置８に搬送される。定着装
置８において記録材Ｐに熱及び圧力を加えられることで、記録材Ｐにトナー像が定着され
る。
【００２３】
　なお、画像形成装置１００は、所望の一つの画像形成部のみを用いて、又は、幾つか（
全てではない）の画像形成部のみを用いて、単色又は、マルチカラーの画像を形成するこ
ともできるようになっている。
【００２４】
＜画像形成プロセス＞
　画像形成時には、まず感光体ドラム１の表面が帯電ローラ２によって一様に帯電される
。次に、ホスト機器から入力された画像情報からＣＰＵ９で演算された出力に基づいてス
キャナユニット７から発せられたレーザー光で帯電した感光体ドラム１の表面を走査露光
し、感光体ドラム１上に画像情報に従った静電像が形成される。次に、感光体ドラム１上
に形成された静電像は、現像ユニット３によってトナー像として現像される。そして、一
次転写ローラ４に、一次転写電圧印加手段としての一次転写電圧電源（高圧電源）から、
トナーの正規の帯電極性とは逆極性の電圧が印加される。これによって、感光体ドラム１
上のトナー像が中間転写ベルト６１上に一次転写される。フルカラー画像の形成時には、
上述のプロセスが、第１～第４のプロセスカートリッジ１０ｙ、１０ｍ、１０ｃ、１０ｂ
において順次に行われ、中間転写ベルト６１上に各色のトナー像が次に重ね合わせて一次
転写される。
【００２５】
　その後、中間転写ベルト６１の移動と同期が取られて記録材Ｐが二次転写部へと搬送さ
れる。そして、二次転写ローラ６５に、図示しない二次転写電圧印加手段としての二次転
写電圧電源（高圧電源）から、トナーの正規の帯電極性とは逆極性の電圧が印加される。
これによって、中間転写ベルト６１上の４色トナー像は、記録材Ｐを介して中間転写ベル
ト６１に当接している二次転写ローラ６５の作用によって、一括して給送手段によって搬
送された記録材Ｐ上に二次転写される。
【００２６】
　トナー像が転写された記録材Ｐは、定着手段としての定着装置８に搬送される。定着装
置８において、記録材Ｐは、熱及び圧力を加えられることで、転写されたトナー像が定着
され、画像形成装置１００から排出される。
【００２７】
　なお、一次転写工程後に感光体ドラム１上に残留した一次転写残トナーは、クリーニン
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グブレード５１によって除去、回収される。
【００２８】
また、現像ユニット３は、現像剤担持体としての現像ローラ（後述）を感光体ドラム１に
対して接触させて反転現像を行うものとした。すなわち、感光体ドラム１の帯電極性と同
極性（本実施例では負極性）に帯電したトナーを、感光体ドラム１上の露光により電荷が
減衰した部分（画像部、露光部）に付着させることで静電像を現像する現像ユニット３を
用いた。
【００２９】
＜プロセスカートリッジの構成＞
　次に、本実施例の画像形成装置１００に装着されるプロセスカートリッジ１０の全体構
成について説明する。各色用のプロセスカートリッジ１０は、図示しない識別部等を除き
、同一形状を有し、各色用のプロセスカートリッジ１０の現像ユニット３内には、それぞ
れイエロー（ｙ）、マゼンタ（ｍ）、シアン（ｃ）、ブラック（ｂ）の各色のトナーが収
容されている。なお、現像ユニット３は、現像剤として非磁性一成分トナーを用いた。
【００３０】
　以下では、感光体ドラム１の長手方向（回転軸線方向）と交差する断面を示した図２を
用い、説明を行う。プロセスカートリッジ１０は、感光体ドラム１を備えた感光体ユニッ
トと、回転可能とされた現像ローラ１１等を備えた現像ユニット（現像装置）３と、を一
体化して構成される。
【００３１】
　感光体ユニットは、感光体ドラム１の他、感光体ドラム１の周面上に接触するように、
クリーニングブレード５１、帯電ローラ２がクリーニング枠体に配置されたクリーニング
ユニット（クリーニング装置）５を有している。感光体ドラム１は、が図示しない軸受を
介してクリーニングユニット５に対して回転可能に支持されている。感光体ドラム１は、
図示しない駆動手段（駆動源）の駆動力が感光体ユニットに伝達されることで、画像形成
動作に応じて図示矢印Ｒ１方向（反時計方向）に回転駆動される構成としている。クリー
ニングユニット５は、クリーニングブレード５１で感光体ドラム１の表面から除去された
転写残トナーがクリーニング枠体内に落下、収容される他、帯電ローラ２の導電性ゴムの
ローラ部が感光体ドラム１に加圧接触し、従動回転する構成とされている。
【００３２】
　一方、現像ユニット３は、図３に示すように、トナーＴを担持する現像ローラ１１と、
現像ブレード（規制部材）１１と、これらを固定する現像枠体２０と、を有している。現
像枠体２０は、現像ローラ１１が配置された現像室２０ａと、現像室２０ａから外界へつ
ながる現像開口（開口部）２０ｂと、を備えている。現像ブレード３０の一端が現像開口
２０ｂに固定され、現像ブレード３０の他端が現像ローラ１１に当接させられ、現像ロー
ラ１１上のトナーコート量規制と、トナーTへの摩擦電荷（トリボ）の付与と、が可能な
構成とされている。現像ローラ１１は、現像開口２０ｂに配置され、感光体ドラム１に当
接可能とされている。なお、現像ローラ１１は、例えば基体１１ａに導電弾性層１１ｂ、
表面層１１ｃが順次積層され構成を有するローラであり、同図中の矢印の方向へ回転駆動
するように配置されている。
【００３３】
〔現像ローラ〕
　本発明に係る現像ローラは、例えば、図９に示すように、円柱状または中空円筒状の導
電性の基体１１ａの外周面に導電性弾性層１１ｂが形成され、導電性弾性層の外周面に表
面層１１ｃが積層された構成とされる。現像ローラの構成はこれに限定されず、公知の現
像ローラを使用することができる。
【００３４】
〈基体〉
　現像ローラに用いられる基体は、導電性を有し、その上に設けられる導電性弾性層を支
持する機能を有する。基体の材質としては、例えば、鉄、銅、アルミニウム、ニッケルの
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如き金属；これらの金属を含むステンレス鋼、ジュラルミン、真鍮及び青銅の如き合金を
挙げることができる。基体の表面には、耐傷性付与を目的として、導電性を損なわない範
囲で、メッキ処理を施すことができる。さらに、基体としては、樹脂製の基材の表面を金
属で被覆して表面導電性としたものや、導電性樹脂組成物から製造されたものも使用可能
である。
【００３５】
〈導電性弾性層〉
　導電性弾性層は、使用される装置において要求される弾性を現像ローラに付与するため
に設けられる。具体的な構成としては、中実体、発泡体のいずれであってもよい。また、
導電性弾性層は、単層であっても、複数の層からなっていてもよい。例えば、現像ローラ
は、感光ドラム、及びトナーと常に圧接しているので、これらの部材間において相互に与
えるダメージを低減するため、低硬度、低圧縮永久歪の特性を持つ導電性弾性層が設けら
れる。
【００３６】
　導電性弾性層の材質としては、例えば、天然ゴム、イソプレンゴム、スチレンゴム、ブ
チルゴム、ブタジエンゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴムを挙げることが
できる。これらは１種単独で又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００３７】
　導電性弾性層には、現像ローラに要求される機能に応じて導電剤、非導電性充填剤や、
その他成型に必要な各種添加剤成分として、架橋剤、触媒、分散促進剤が含有されていて
もよい。
【００３８】
　導電性弾性層に配合される導電剤としては、各種導電性金属又は合金、導電性金属酸化
物、これらで被覆された絶縁性物質の微粉末、カーボンブラック等の電子導電剤や、イオ
ン導電剤を用いることができる。これら導電剤は粉末状や繊維状の形態で、１種単独でま
たは２種類以上を組み合わせて使用することができる。これらのうち、電子導電剤である
カーボンブラックは導電性の制御が容易であり、また経済的であることから好ましい。こ
のような導電剤を含有させて、導電性弾性層の体積抵抗率を１×１０４～１×１０１０Ω
・ｃｍに制御することができる。導電性弾性層の体積抵抗率がこの範囲内である現像ロー
ラでは、感光ドラムに対するトナー現像量の制御が容易となる。導電性弾性層の体積抵抗
率は、より好ましくは１×１０４～１×１０９Ω・ｃｍである。 
【００３９】
　導電性弾性層に含有されていてもよい非導電性充填剤としては、例えば、以下のものを
例示することができる。珪藻土、石英粉末、乾式シリカ、湿式シリカ、酸化チタン、酸化
亜鉛、アルミノケイ酸、炭酸カルシウム、珪酸ジルコニウム、珪酸アルミニウム、タルク
、アルミナ、酸化鉄。
【００４０】
　導電性弾性層は、現像ローラに要求される弾性を付与し、その硬度としては、例えば、
アスカーＣ硬度が１０度以上８０度以下であることが好ましい。導電性弾性層のアスカー
Ｃ硬度が１０度以上であれば、現像ローラに対向配置される各部材による圧縮永久歪を抑
制できる。また、導電性弾性層のアスカーＣ硬度が８０度以下であれば、トナーへのスト
レスを抑制することができ、画像形成を繰り返すことによる画質の低下を抑制することが
できる。ここでアスカーＣ硬度は、アスカーゴム硬度計（高分子計器（株）製）により測
定した測定値によって規定することができる。
【００４１】
　導電性弾性層の厚さとしては、例えば０．１ｍｍ以上５０ｍｍ以下であり、より好まし
くは０．５ｍｍ以上１０ｍｍ以下である。
【００４２】
　導電性弾性層の成形方法としては、例えば、押出成形、プレス成形、射出成形、液状射
出成形、注型成形の各種成形法により、適切な温度および時間で加熱硬化させて基体上に
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成形する方法を挙げることができる。注型成形の場合は、基体を設置した円筒形金型内に
未硬化の導電性弾性層用の材料を注入し、加熱硬化する方法によって、基体の周囲に導電
性弾性層を精度よく成形することができる。
【００４３】
〈表面層〉
　現像ローラには、トナー搬送、帯電付与等の現像ローラとして必要とされる特性を満た
すため、導電性弾性層の外周に表面層の如き層が設けられていてもよい。表面層は上記特
性を満たすため、樹脂層であることが好ましく、表面層を構成する樹脂としては例えば、
フッ素樹脂，ポリアミド樹脂，メラミン樹脂，シリコーン樹脂，ウレタン樹等及びこれら
の混合物が挙げられる。
【００４４】
　表面層には樹脂に導電性や補強性を付与する目的でカーボンブラックを添加したものを
用いることができる。カーボンブラックの配合量は樹脂成分に対して３質量％以上３０質
量％以下とすることが好ましい。表面層は、例えば、前記樹脂とカーボンブラックと溶剤
を混合、分散した塗工液を導電性弾性層に塗工することによって得ることができる。塗工
液に用いる溶剤としては、表面層として用いる樹脂が溶解するという条件内で適宜使用す
ることができる。
【００４５】
　表面層の厚みは４μｍ以上５０μｍ以下が好ましい。厚みが４μｍ以上であれば使用時
の摩耗を抑制でき、５０μｍ以下であれば現像ローラの表面硬度によるトナーへのストレ
スを抑制できる。
【００４６】
　表面層の表面粗さは特に限定されず、トナーの搬送力を確保して高品位な画像を得る目
的で、適宜調整して用いることができる。表面粗さを制御する手段としては、表面層に所
望の粒径の粒子を含有させることが有効である。表面層に含有させる粒子としては、粒径
０．１μｍ以上３０．０μｍ以下の金属粒子及び樹脂粒子を用いることができる。中でも
、柔軟性に富み、比較的比重が小さくて塗料の安定性が得やすい樹脂粒子がより好ましい
。表面層を複数層形成する場合には、複数層の全てに粒子を含有させても良く、複数層の
うちの少なくとも一層に粒子を含有させても良い。
【００４７】
　本実施例では、現像ローラ１１と感光体ドラム１は、対向部において各々の表面が同方
向（本実施例では重力方向上方からから下方に向かう方向）に移動するようにそれぞれ回
転させる。そして、所定の直流電圧を現像ローラ１１に印加し、摩擦帯電よりマイナスに
帯電したトナーで、感光体ドラム１に接触する現像部において、静電潜像を顕像化し、ト
ナー像を形成している。なお、本実施例では、現像ローラ１１は、感光体ドラム１に接触
して配置されているが、現像ローラ１１は、感光体ドラム１に対して所定間隔を開けて近
接配置される構成であってもよい。
【００４８】
＜現像ブレードの構成＞
　図１を用いて、本実施例における現像ブレードの構成を詳細に説明する。現像ブレード
３０は、現像ローラ１１に対してカウンター方向を向くようにして当接しており、トナー
のコート量の規制及び電荷付与を行っている。本実施例では、現像ブレード３０として、
厚さ５０～１２０μｍの板バネ状のＳＵＳ板の支持部３２を用い、支持部３２のバネ弾性
を利用して、ブレード部３１の表面を現像ローラ１１に当接させている。現像ブレード１
１は、短手方向において、一端にブレード部３１が形成され、他端が現像枠体２０に固定
された支持部材Ｓに接続され、支持された構成とされている。
【００４９】
　支持部とブレード部を構成する材料は単一の材料であっても、それぞれ異なる材料であ
ってもよい。現像ブレードに用いられる支持部としては、ブレード部の支持が可能であれ
ば、特に制限されるものではない。尚、本発明において、支持部及びブレード部は、両者
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が互いに別箇独立した部材として存在する形態に限定されず、両者が一体化されて現像ブ
レードの支持部及びブレード部として存在する形態も含まれる。
【００５０】
［ブレード部］
　ブレード部の材質も特に限定されず、ゴム、熱可塑性エラストマーの如き弾性材料、各
種樹脂が挙げられる。具体的には以下のものが挙げられる。ゴム弾性を有する熱硬化性ポ
リウレタンゴム、シリコーンゴム、液状ゴムの如きゴム；ポリエステル樹脂、ポリアミド
樹脂、ポリエーテル樹脂等の如き熱可塑性樹脂；ポリエステルエラストマー、ポリウレタ
ンエラストマー、ポリアミドエラストマーの如き熱可塑性エラストマー。
【００５１】
　ブレード部を構成する材料が支持部を構成する材料と異なる場合、以下の材料がブレー
ド部として使用可能である。シリコーン樹脂、シリコーンゴム、ウレタン樹脂、ウレタン
ゴム、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂の如き熱
硬化性樹脂またはゴム；及び、アクリル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ
エステル樹脂、ポリエーテル樹脂如き熱可塑性樹脂。なかでも、熱可塑性樹脂は、熱を加
えることで容易に所望の形状に変形できるため、熱可塑性樹脂でブレード部を成形するこ
とが好ましい。
【００５２】
　支持部とブレード部の材料が異なる場合、ブレード部の厚さ（図５におけるＺ方向の距
離）は、特に制限されず、現像剤層厚規制部では、１０μｍ以上、３ｍｍ以下が好ましい
。現像剤層厚規制部のブレード部の厚さが１０μｍ以上であれば、樹脂またはゴムとして
の弾性を維持しつつ現像ローラとの摩擦による磨耗に対する耐久性を確保できる。また、
現像剤層厚規制部のブレード部の厚さが３ｍｍ以下であれば、現像ローラとの安定した当
接圧を得ることができる。
【００５３】
　支持部に対するブレード部の形成箇所は特に限定されず、ブレード部は、支持部の現像
ローラに当接する側の片面に形成することができ、また、支持部の両面を被覆する形状に
形成することができる。例えば図５に示すように、支持部の一端に現像剤規制部と突出し
部が形成されたブレード部が配置され、支持部が突出し部の位置まで延在している構成を
挙げることができる。
【００５４】
　ブレード部の形成は、金型成型、押出成形、塗布成形、シートの貼り合せ成形、射出成
型、などによって行うことができる。具体的には、金型成型や押出成形による場合、必要
に応じて接着剤を塗布した支持部を成形金型に設置し、成型金型に加熱溶融した樹脂材料
を注入して、ブレード部を支持部に接合した形態で成型することができる。また、シート
の貼り合せ成形による場合、押出し成形等でシート状に成形したブレード部を、接着剤を
塗布した支持部に貼り合わせることができる。また射出成型による場合、金型キャビティ
内に上記樹脂材料を注入し、冷却してブレード部を成型することができる。
【００５５】
　ブレード部を形成するにあたり、必要に応じて支持部上に接着剤層を形成することがで
きる。接着剤層の材質としては、例えば、ホットメルト系接着剤として、ポリウレタン系
、ポリエステル系、エチレンビニルアルコール系（ＥＶＡ系）、ポリアミド系の接着剤を
挙げることができる。
【００５６】
［支持部］
　支持部の材質としては、特に限定されず、ＳＵＳの他、クロメート処理及び潤沢樹脂等
の表面処理鋼板、ステンレス鋼、りん青銅、アルミニウムなどの金属や、アクリル樹脂、
ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂などの樹脂を挙げることができる。樹脂を使用する
場合で導電性が必要とされる場合は、樹脂に導電材料を加えることが好ましい。
【００５７】
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　支持部の厚さ（図５におけるＺ方向の距離）は特に制限されず、０．０５ｍｍ以上、３
ｍｍ以下が好ましい。特に、支持部の厚さが０．０５ｍｍ以上０．１５ｍｍ以下の薄板で
ある場合は、支持部が適度のバネ性を有するため、現像ローラにブレード部を適正な当接
圧で当接させることができ、現像ローラ上のトナーを適正な層厚に規制することができる
。また、支持部の厚さが０．８ｍｍ以上の場合は、現像装置、プロセスカートリッジおよ
び電子写真画像形成装置への現像ブレードの取り付け及びその位置設定が容易で、かつ歪
等なく設置できるため、現像ローラに対してブレード部を安定して適正な当接圧で当接す
ることが可能になる。
【００５８】
　支持部とブレード部を構成する材料が単一であって、材質が金属である場合は、支持部
は、プレス等の曲げ加工、電気化学機械加工、放電機械加工、レーザービーム機械加工、
等の方法によって成型することが可能である。
【００５９】
　また支持部の材質が熱可塑性樹脂である場合は、例えば、押出成形、射出成型などによ
って支持部を成型することができる。具体的には、押出成形による場合、成型金型内に加
熱溶融した上記熱可塑性樹脂を注入して支持部を成型することができる。また射出成型に
よる場合、金型キャビティ内に上記熱可塑性樹脂を注入し、冷却して支持部を成型するこ
とができる。
【００６０】
［導電剤］
　支持部やブレード部や接着剤層には、必要に応じて導電剤を付与することができる。導
電剤としては、イオン導電剤やカーボンブラックのような電子導電剤が挙げられる。 
【００６１】
　カーボンブラックとしては、具体的には、「ケッチェンブラック」（商品名、ライオン
（株）製）、アセチレンブラックの如き導電性カーボンブラック；ＳＡＦ、ＩＳＡＦ、Ｈ
ＡＦ、ＦＥＦ、ＧＰＦ、ＳＲＦ、ＦＴ、ＭＴの如きゴム用カーボンブラックを挙げること
ができる。その他、酸化処理を施したカラーインク用カーボンブラック、熱分解カーボン
ブラックを用いることができる。カーボンブラックの使用量は、樹脂またはゴム１００質
量部に対し５質量部以上５０質量部以下であることが好ましい。樹脂またはゴム中におけ
るカーボンブラックの含有量は熱重量分析装置（ＴＧＡ）を用いて測定することができる
。
【００６２】
　上記カーボンブラックの他、使用可能な電子導電剤としては、以下のものを挙げること
ができる。天然グラファイト、人造グラファイトの如きグラファイト；銅、ニッケル、鉄
、アルミニウムの如き金属粉；酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫の如き金属酸化物粉；ポリ
アニリン、ポリピロール、ポリアセチレンの如き導電性高分子。これらは必要に応じて１
種単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００６３】
　イオン導電剤としては、例えば以下のものが挙げられる。テトラエチルアンモニウム、
テトラブチルアンモニウム、ラウリルトリメチルアンモニウム、ドデシルトリメチルアン
モニウム、ステアリルトリメチルアンモニウム、オクタデシルトリメチルアンモニウム、
ヘキサデシルトリメチルアンモニウム、ベンジルトリメチルアンモニウム、変性脂肪族ジ
メチルエチルアンモニウムの如きアンモニウムイオンを含む、過塩素酸塩、塩素酸塩、塩
酸塩、臭素酸塩、ヨウ素酸塩、ホウフッ化水素酸塩、トリフルオロメチル硫酸塩、スルホ
ン酸塩、ビス（トリフルオロメチルスルホン酸）イミド塩；リチウム、ナトリウム、カル
シウム、マグネシウムの如きアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含む、過塩素酸塩、塩
素酸塩、塩酸塩、臭素酸塩、ヨウ素酸塩、ホウフッ化水素酸塩、トリフルオロメチル硫酸
塩、スルホン酸塩、ビス（トリフルオロメチルスルホン酸）イミド塩など。中でも、アル
カリ金属又はアンモニウムイオンのトリフルオロメチル硫酸塩、ビス（トリフルオロメチ
ルスルホン酸）イミド塩が好ましい。これらの塩は、アニオンにフッ素を含有した構造を
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有しているため、導電性付与効果が大きいので好適である。これらは必要に応じて１種単
独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００６４】
　支持部やブレード部や接着剤層には、その他、上記樹脂もしくはゴム、及び導電剤の機
能を阻害しない範囲で、荷電制御剤、潤滑剤、充填剤、酸化防止剤、老化防止剤を含有さ
せることができる。
【００６５】
　本実施例ではブレード部３１は、現像ローラ１１の回転方向の下流側から順に、現像ロ
ーラ１１に向かって突出し接触する突出部３１ｄと、一端が突出部３１ｄにつながり他端
が自由端となる、現像ローラ１１と対向する対向面３１ｃ１と、を有している。この突出
部３１ｄにおいては、現像ローラ１１と接触する当接部（ニップ部）Ｎが形成されている
。
【００６６】
　当接部（ニップ部）Ｎでは、現像ローラ１１が回転することにより、現像ローラ１１と
の摺擦により摩擦帯電され、電荷が付与されると同時に、現像ローラ１１上のトナーＴの
層厚が規制され、均一となるようにされている。本実施例では、ブレード部３１を現像ロ
ーラ１１に５０ｇｆ／ｃｍの力で当接させた時に、ブレード部３１と現像ローラ１１の間
の当接幅（ニップ幅）Ｗが６００～８００μｍとなる構成とした。また、本実施例におい
ては、現像ブレード３０に不図示のブレード電圧電源から所定電圧を印加し、トナーコー
トの安定化を図っている。
【００６７】
　なお、ブレード部は、現像ローラとの当接部となる、現像剤層厚規制部の現像ローラの
回転方向の長さＷ（図１０における円弧の距離）が、１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下であ
ることが好ましい。図１０に示すように、現像剤層厚規制部が、現像ローラの表面に沿う
ように曲面を形成していると、長い当接幅を確保することができる。
【００６８】
　一方、対向面３１ｃ１は、現像ローラ１１が回転することにより、現像ローラ１１と対
向面３１ｃ１の間にトナーが供給され、対向面３１ｃ１の法線方向にトナーからの圧力Ｆ
２が加わるように構成されている。
【００６９】
　そこで本構成では、対向面３１ｃ１は、突出部３１ｄにつながる一端から自由端となる
他端へ向かうにつれて、現像ローラ１１との距離が等しい、又は近づく構成、具体的には
、変極点を有さない曲率半径Ｒの曲面を持った対向面３１ｃ１とした。対向面３１ｃ１が
変極点を有さない曲面とすることにより、トナーからの圧力Ｆ２を、現像ブレード３０を
変形させる、支持部３２の短手方向に延びる面と直交する方向への力から一部を支持部３
２の短手方向への力に分散させることができる。これにより、現像ブレード３０がトナー
から受ける力を分散させることができ、現像ローラ１１から離れる方向に押し上げられ、
変形することを抑制し、現像ブレード３０と現像ローラ１１間に適正な当接圧が加わり、
所定の当接幅Ｗとすることができる。
【００７０】
　さらに発明者の検討の結果、対向面３１ｃ１の曲率半径Ｒを以下の範囲にすることが好
ましいことがわかった。現像ローラ１１の半径をＮ（ｍｍ）としたとき、対向面３１ｃ１
を構成する連続した曲面の曲率半径Ｒは、Ｒ＝Ｎ±０．５Ｎ（ｍｍ）とすることが好まし
いことがわかった。これにより、曲率半径Ｒを現像ローラ１１と現像ブレード３０の先端
が当接しない下限値から、対向面３１ｃ１と現像ローラ１１の間に供給されるトナー量を
適当な量にしつつ、現像ブレード３０の変形に寄与する力の発生を低減できる範囲とする
ことができる。
【００７１】
　この結果、現像ブレード３０と現像ローラ１１の当接圧が低くなる問題や、現像ブレー
ド３０の現像ローラ１１と接触する部分に生じるトナー固着の問題を抑制する。ひいては
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本実施例では、現像ブレード３０によるトナーの規制不良、ひいては画像不良の発生を抑
制することができる。
【００７２】
　また従来、トナーＴは各トナー粒子の帯電量が不均一となることがあった。これは、ト
ナーＴは大きく分けて、３種類のトナー粒子を含むためと考えられる。１つ目は、現像ロ
ーラ１１と接触して電荷の授受を行ったトナー粒子Ｔ１である。２つ目は、逆に現像ロー
ラ１１と接触せず、一切電荷を授受しないトナー粒子Ｔ２である。そして、３つ目は、現
像ローラ１１に接触しなかったものの、現像ローラ１１と接触し、電荷を授受したトナー
粒子Ｔ１と接触し、このトナー粒子Ｔ１より間接的に電荷を授受したトナー粒子Ｔ３であ
る。このようにトナーＴは、現像ローラ１１から授受した電荷量が異なるトナー粒子Ｔ１
、Ｔ２、Ｔ３を有する。このため、感光体ドラム１上の静電潜像を現像する際に、画像形
成部のトナー濃度が薄くなったり、非画像形成部にトナーが付着するかぶりが発生したり
して、画像不良を生じさせることがあった。
【００７３】
　そこで本実施例では、対向面３１ｃ１を構成する連続した曲面の両端を結ぶ直線の距離
、つまりブレード部３１側の自由端（先端）から突出した突出部３１ｄを構成する段差ま
での対向面３１ｃ１の長さをＬ１とし、０．８５≦Ｌ１（ｍｍ）≦２．００とした。また
、支持部３２の短手方向に延びる面と直交する方向における、対向面３１ｃ１と突出部３
１ｄの接続部からの突出部３１ｃ１の最大高さ、つまり突出部３１ｃ１の凸の大きさをＨ
とし、０．１≦Ｈ（ｍｍ）≦０．３とした。この結果、現像ローラ１１と対向面３１ｃ１
との間でより良くトナー粒子Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３を互いに接触させ、トナーＴの各トナー粒
子が有する帯電量（電荷量）を平均化することができ、かぶり等の画像不良の発生を抑制
することができる。
【００７４】
　加えて本実施例では、現像ブレード３０は、対向面３１ｃ１が構成される範囲において
、突出部３１ｄにつながる一端から自由端となる他端へ向かうにつれて、接部（ニップ部
）Ｎにおける現像ローラ１１の法線方向における厚さが厚くなる構成とした。これにより
、ブレード部３１と現像ローラ１１の間の当接幅Ｗを十分に確保し得る構成とすることが
できる他、当接部Ｎの位置を当接状況に依らず一定とすることができ、現像ローラ１１に
対してブレード部３１を安定して当接させることができる。
【００７５】
　また、図５に示す現像ブレードは、図１とは形状が異なるものの、いずれも現像剤層厚
規制部と突出し部とを有し、該突出し部は、現像ローラに対向する側の表面（対向面）が
凹状に曲っている。そして、ブレード部が現像剤層厚規制部と突出し部とを有し、ブレー
ド部３１の先端方向には突出し部３１ｃが設けられている。
【００７６】
　本構成に係る現像装置によれば、現像ローラにより搬送されるトナーが、現像ローラの
表面と現像ブレードの突出し部（対向面３１ｃ１）との間の間隙が形成する「トナー剥ぎ
取り領域」で、白ベタ画像の現像後の帯電量の高くなりすぎたトナーが現像ローラの表面
から剥ぎ取られる。更に、現像ローラから剥ぎ取られたトナーと現像室２０ａから供給さ
れるトナーが共に循環し、トナーの帯電量が均一となりゴースト画像を抑制することがで
きる。
【００７７】
　トナーの電荷量の差に起因する画像不良としては、ゴースト画像（先の画像の跡が後続
の画像上に現れる現象）が知られている。画像濃度が０％の白ベタ画像を現像した領域と
画像濃度１００％の黒ベタ画像を現像した領域では、次に現像ブレードに規制されたトナ
ーの電荷量の差が大きくなり易い。画像濃度の低い領域、特に白ベタ画像の領域では現像
ローラ上のトナーが殆ど現像されないため、トナーは現像ブレードと現像剤供給ローラと
の間で繰り返し摺擦されて、トナーの電荷量が高くなる傾向にある。また、画像濃度の高
い領域、特に黒ベタ画像の領域では現像ローラ上のトナーがほぼ現像されるため、白ベタ
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画像の領域のトナーとの電荷量の差が大きくなってゴースト画像が発生する。
【００７８】
　そこで、現像剤層厚規制部と現像ローラの当接部より上流側において現像ローラの表面
と非接触の間隙を形成し、この間隙の幅をＧとし、この間隙の最大幅及び最小幅をそれぞ
れＧｍａｘ及びＧｍｉｎとしたときに、
（１）　０．０５ｍｍ≦Ｇ≦０．５ｍｍ
（２）　Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎ≦３．０
を満たし、かつ、数式（１）及び（２）を満たす該間隙の、現像ローラの表面の回転方向
の連続した長さをＬ２としたときに、
（３）　Ｌ２≧０．８ｍｍ
を満たすようにすることで、トナー剥ぎ取り領域は、現像ローラ上のトナーの剥ぎ取りと
トナーを循環する効果が得られる。トナー剥ぎ取り領域では、トナーの搬送方向（現像ロ
ーラの回転方向）において、トナーを強く詰めた状態の狭く長い間隙を確保できるため、
トナーの循環と共に、現像ローラの表面とトナーとの間の摺擦が起こる。この結果、現像
ローラ上のトナーの荷電状態を均一にして、現像ローラ上のトナーの荷電状態の差に起因
するゴースト画像の発生を抑制することができる。
【００７９】
　本発明の現像装置において、突出し部の間隙の幅Ｇは、０．０５ｍｍ以上０．５ｍｍ以
下である。間隙の幅Ｇが０．０５ｍｍより小さい場合は、トナーを強く詰めた状態が強固
になりすぎるため、トナーの循環が不足し、現像ローラから剥ぎ取られたトナーと現像室
２０ａから供給されるトナーの帯電量が均一になり難い。また、間隙の幅Ｇが０．５ｍｍ
より大きい場合は、突出し部の間隙領域にトナーが詰まった状態にならずトナー同士の摺
擦が不足するため、白ベタ画像の現像後の帯電量の高くなりすぎたトナーを現像ローラの
表面から剥ぎ取る効果が得られない。更に間隙の幅Ｇが、０．０５ｍｍ以上０．３ｍｍ以
下の範囲であると、現像ローラの表面のトナーの剥ぎ取りと、突出し部の間隙領域でのト
ナーの循環が好適に行われる。
【００８０】
　本発明の現像装置において、間隙の最大幅と最小幅との割合「Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎ」は
、３．０以下である。この割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎの値が３．０を超えると、突出し部の
間隙領域にトナーが詰まった状態が不均一になる。突出し部の上流側の間隙が最小幅Ｇｍ
ｉｎ、下流側の間隙が最大幅Ｇｍａｘであり、Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎの値が３．０を超える
場合、突出し部の間隙領域でトナーは移動し易くなり、間隙領域にトナーが均一に詰まっ
た状態にならない。そのため、トナー同士の摺擦が不足し、白ベタ画像の現像後の帯電量
の高くなりすぎた現像ローラの表面のトナーを剥ぎ取る効果が得られない。また、突出し
部の上流側の間隙が最大幅Ｇｍａｘ、下流側の間隙が最小幅Ｇｍｉｎであり、Ｇｍａｘ／
Ｇｍｉｎの値が３．０を超える場合、間隙領域の上流部で取りこまれた多量のトナーによ
り、間隙領域の下流部にトナーが詰まり過ぎ、現像剤層厚規制部が持ち上げられてトナー
の規制不良が発生する場合がある。
【００８１】
　前記数式（１）及び（２）を満たす間隙の、現像ローラの表面の現像ローラの回転方向
の連続した長さをＬ２としたときに、Ｌ２は０．８ｍｍ以上である。この長さＬ２が０．
８ｍｍ未満である場合、トナー剥ぎ取り領域においてトナー同士が摺擦する時間が不足す
るため、白ベタ画像の現像後の帯電量の高くなりすぎたトナーを現像ローラの表面から剥
ぎ取る効果が得られない。また、この長さＬ２は３．０ｍｍ以下であることが好ましい。
３．０ｍｍ以下である場合、トナー剥ぎ取り領域に強く詰められたトナーが突出し部の表
面を押し上げるおそれがなく、現像剤層厚規制部でのトナー層の厚みの規制が良好である
。
【００８２】
　前記長さＬ２は、例えば図１０に示される円周方向の距離であって、突出し部３１ｃの
表面の各２点と現像ローラの断面円の中心を結ぶ２つの直線Ｄ及びＤと、現像ローラの表
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面との各交点の現像ローラ上での距離である。
【００８３】
　本発明の現像装置において、現像ローラの表面側に対向する現像ブレードの突出し部の
表面は、凹状に曲っている。突出し部の表面が凹状に曲っていることで、間隙の幅Ｇを０
．０５ｍｍ以上０．５ｍｍ以下の範囲内として、間隙領域の長さＬ２を長くすることがで
きる。更に、この突出し部の表面形状は、凹状に湾曲していることが好ましい。突出し部
の表面形状が湾曲していることで、現像ローラの回転方向において狭い間隙を長く確保で
きるため、トナー同士が摺擦されやすく、現像ローラ表面上の現像剤剥ぎ取りが効果的に
行われる。
【００８４】
　更に、現像剤層厚規制部の長さ（円弧の長さ）Ｗが、１．０ｍｍ以上５．０ｍｍ以下で
あることが好ましい。現像ブレードと現像ローラによる摺擦距離を長くすることで、トナ
ーの電荷量を均一な高い値にすることができる。
【００８５】
＜変形例＞
　なお、実施例では、図１に示すようにブレード部３１は、現像ローラ１１と所定空間を
介して対向する曲率半径Ｒの曲面を持った対向面３１ｃ１を備えた構成とした。しかし、
これに限らず、本発明の変形例として図４に示すように、ブレード部３１は、現像ローラ
１１と所定空間を介して対向する、支持部３２が延びる面に対して傾斜した斜面を持った
対向面３１ｃ１を備えた構成としてもよい。なお、対向面３１ｃ１の形状以外の点は、実
施例と同様の構成としているため、同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略す
る。
【００８６】
　現像ブレード３０は、支持部３２の先端をブレード部３１が覆うように形成される。ま
たブレード部３１は、実施例同様、支持部３２の短手方向に延びる面と直交する方向にお
ける、対向面３１ｃ２と突出部３１ｄの接続部からの突出部３１ｃ１の最大高さ、つまり
突出部３１ｃ１の凸の大きさをＨ（ｍｍ）とする。
【００８７】
　本変形例では図４（Ｂ）に示したとおり、対向面３１ｃ２が、当接部（ニップ部）Ｎに
おける現像ローラ１１の法線方向に対し、角度θ（°）だけ傾斜した平面、つまり斜面と
している。つまり、対向面３１ｃ２の角度θ、対向面３１ｃ２の長さＬ１を所定の長さと
し、実施例同様、突出部３１ｄにつながる一端から自由端となる他端へ向かうにつれて、
現像ローラ１１との距離が近づく構成とした。
【００８８】
　現像ローラ１１が回転することにより、現像ローラ１１と対向面３１ｃ２の間にトナー
が供給され、対向面３１ｃ２の法線方向にトナーからの圧力Ｆ３が発生する。しかし本構
成により、圧力Ｆ３をトナーからの圧力が現像ブレード３０を変形させる、支持部３２の
短手方向に延びる面と直交する方向への力から一部を支持部３２の短手方向への力とする
ことができる。この結果、現像ブレード３０がトナーから受ける力を分散させることがで
き、現像ローラ１１から離れる方向に押し上げられ、変形することを抑制し、現像ブレー
ド３０と現像ローラ１１との間に適正な当接圧が加わり、所定の当接幅Ｗとすることがで
きる。なお、発明者の検討の結果、当接部（ニップ部）Ｎにおける現像ローラ１１の法線
方向に対し、現像ローラ１１の回転方向の上流側へ傾斜した角度θは、７７°以下とする
ことがより好ましいことが分かった。角度θをこの範囲にすることにより、対向面３１ｃ
２と現像ローラ１１の間に供給されるトナー量を適当な量にしつつ、現像ブレード３０の
変形に寄与する力の発生を低減できる。
【００８９】
　また本実施例では、現像ブレード３０は、対向面３１ｃ２が構成される範囲において、
突出部３１ｄにつながる一端から自由端となる他端へ向かうにつれて、接部（ニップ部）
Ｎにおける現像ローラ１１の法線方向における厚さが厚くなる構成とした。これにより、
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ブレード部３１と現像ローラ１１の間の当接幅Ｗを十分に確保し得る構成とすることがで
きる他、当接部Ｎの位置を当接状況に依らず一定とすることができ、現像ローラ１１に対
してブレード部３１を安定して当接させることができる。
【００９０】
　以上の構成により、現像ブレード３０と現像ローラ１１の当接圧が低くなる問題や、現
像ブレード３０の現像ローラ１１と接触する部分に生じるトナー固着の問題を抑制する。
ひいては本実施例では、現像ブレード３０によるトナーの規制不良、ひいては画像不良の
発生を抑制できる。
【００９１】
　なお、本実施例においても、ブレード部３１側の自由端（先端）から突出した突出部３
１ｄを構成する段差までの対向面３１ｃ２の長さＬ１を０．８５≦Ｌ１（ｍｍ）≦２．０
０とした。また、支持部３２の短手方向に延びる面と直交する方向における、対向面３１
ｃ２と突出部３１ｄの接続部からの突出部３１ｃ１の最大高さ、つまり突出部３１ｃ１の
凸の大きさＨを０．１≦Ｈ（ｍｍ）≦０．３とした。このようにして、現像ローラ１１と
対向面３１ｃ２との間でより良くトナー粒子Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３を互いに接触させ、トナー
Ｔの各トナー粒子が有する帯電量（電荷量）を平均化し、かぶり等の画像不良の発生を抑
制した。
【００９２】
（他の実施例）
　現像ブレードの突出し部は、現像ローラに対向する側の表面が凹状に曲った形状を有し
ている。凹状に曲った表面を有することで、現像ローラの表面に対して数式（１）及び（
２）を満たす小幅の間隙を、現像ローラの回転方向の長い距離に亘って、確保することが
可能になる。突出し部の形状としては、直線が折れ曲った形状、湾曲した形状などをとり
うるが、湾曲した形状が好ましい。湾曲した形状である場合は角が存在しないため、突出
し部の表面側のトナーを円滑に循環させせることができる。更に、突出し部の表面の湾曲
形状は、現像ローラの断面円の同心円上にある円弧形状であることが好ましい。その場合
、現像ローラの表面に対して小幅の間隙を、一定の状態で、現像ローラの回転方向の長い
距離に亘って、確保することが可能になる。突出し部の形状としては、例えば、図５～図
１０等に示す形状が挙げられる。
【００９３】
　図５に示すように、現像剤層厚規制部３１ａと突出し部３１ｃとの境界の位置に、段差
３１ｂを設けることができる。現像ローラの表面と突出し部３１ｃとの間隙において強く
詰められたトナーによって突出し部の表面が押し上げられる場合があるが、段差３１ｂを
有することでトナー層の厚みを規制するエッジ部分を確保できるため、トナー層の厚みの
規制不良の発生を抑制することができる。
【００９４】
　現像剤層厚規制部では現像ローラの表面との間で、トナー層の厚みの規制と摺擦による
トナーへの電荷付与が行われる。現像剤層厚規制部の形状は、平面、湾曲形状、凸形状、
凹形状のいずれであってもよいが、図８に示すように、湾曲形状であることが特に好まし
い。湾曲形状とすることで、現像剤層厚規制部と現像ローラによる摺擦距離が長くなり、
トナーの電荷量を均一な高い値にすることができる。更に、湾曲形状が、現像ローラの表
面に沿った形状が好ましい。
【００９５】
　支持部とブレード部を構成する材料が異なる場合は、支持部が突出し部の位置まで延在
していると好ましい。支持部がその位置まで延在することにより突出し部の剛性が高くな
るため、現像ローラの表面と突出し部の表面との間隙にトナーが強く詰まった状態でも、
所望の間隙を維持することが可能になる。
【００９６】
　以下、製造例及び実施例により、本発明を具体的に説明する。尚、現像ブレードの突出
し部の「先端」とは、図５のＸ方向の端部を意味し、現像ブレードの突出し部の「根元」
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とは、現像剤層厚規制部と突出し部との境界の位置を意味する。
【００９７】
〔実施例２〕
１．現像ブレードの製造
　ブレード部の材料としてポリエステル熱可塑性樹脂（ＴＰＥＥ）（東レ・デュポン株式
会社製；商品名ハイトレル４０４７Ｎ）を用いた。支持部には、ＳＵＳ‐３０４‐１／２
Ｈ材の短手方向１５．２ｍｍ、厚さ０．０８ｍｍの長尺シートを使用した。
【００９８】
　図１２は、現像ブレードの製造装置である。まず、ブレード部用の材料を押出成形機内
１１３にて２００℃で溶融し、押出し用金型１１２の成型キャビティに注入した。また同
時に、支持部の一端面を押出し用金型に成形キャビティに走行させながら、ブレード部を
支持部の短手方向の一端面に被覆した。金型１１２の温度は２５０℃に設定した。
【００９９】
　押出し用金型１１２から吐出したブレード部を冷却機１１４により固化し、支持部の当
接支持面、先端面、及び当接支持面の反対面がブレード部にて被覆された部材を得た。こ
の部材を、切断機１１６により長手方向の長さ２２６ｍｍで切断し、次いで、現像ローラ
に対向する側の表面を加工して、突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．２０ｍｍ、突出し部
の長さＬ０を１．０ｍｍとする図８に示す現像ブレードＮｏ．１を得た。 
【０１００】
２．現像ローラの製造
　基体として、外径６ｍｍ、長さ２７０ｍｍのＳＵＳ３０４製の軸芯体にプライマー（商
品名：ＤＹ３５－０５１；東レダウコーニング社製）を塗布、焼付けしたものを用意した
。この基体を金型内に配置し、下記表１に示す材料を混合した付加型シリコーンゴム組成
物を、金型内に形成されたキャビティに注入した。
【０１０１】
【表１】

【０１０２】
　続いて、金型を加熱してシリコーンゴム組成物を温度１５０℃で１５分間加熱して硬化
させ、脱型した後、さらに温度１８０℃で１時間加熱して硬化反応を完結させ、基体の外
周に厚さ３ｍｍの導電性弾性層を有する導電性弾性ローラを製造した。次に、下記表２に
示す材料を秤量し、メチルエチルケトン１００質量部を加えたのち、ビーズミルを用いて
分散させ表面層塗工液とした。
【０１０３】
【表２】
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【０１０４】
　続いて、上記導電性弾性ローラを、その長手方向を鉛直方向にして、基体の上端部を把
持して、上記表面層塗工液中に浸漬してディッピング法で、膜厚１０．０μｍとなるよう
に塗工した。浸漬時間は９秒間とし、塗工液からの塗工物の引き上げ速度は、初期速度３
０ｍｍ／ｓ、最終速度２０ｍｍ／ｓ、及び、これらの間は、時間に対して直線的に速度を
変化させた。得られた塗工物を、温度８０℃のオーブン中で１５分間乾燥後、温度１４０
℃のオーブン中で２時間加熱して、硬化反応させて、表面層を設け、曲率半径ＤＲが６．
０ｍｍの現像ローラＮｏ．１を製造した。
【０１０５】
３．現像装置の作製
　上記現像ブレードＮｏ．１と上記現像ローラＮｏ．１を図５に示す現像装置に取り付け
て、間隙の最大幅Ｇｍａｘ、間隙の最小幅Ｇｍｉｎが共に０．２ｍｍ、割合Ｇｍａｘ／Ｇ
ｍｉｎが１．０、数式（１）及び（２）を満たす該間隙の、現像ローラの表面の回転方向
の連続した長さＬ２（以下、「剥ぎ取り領域の長さＬ２」と称する。）が１．０ｍｍとな
るように設定した。
【０１０６】
４．現像ブレードと現像ローラの間隙の形状測定
　図１０は、現像ブレードと現像ローラとの当接部を現像ブレードの長手方向に垂直な断
面方向から見た図である。デジタルマイクロスコープ（キーエンス社製；ＶＨＸ－５００
０）を用いてこの画面を５００倍に拡大して観察した。間隙の幅Ｇが０．０５ｍｍ以上０
．５ｍｍ以下、且つ、割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎが３．０以下となる間隙の長さＬ２を、現
像ローラの表面上で測定した。測定は、現像ローラの表面上に沿って０．１ｍｍピッチで
行った。
【０１０７】
５．電子写真画像形成装置によるゴースト評価
　電子写真画像形成装置（商品名：ＣＬＪ　ＣＰ４５２５、ヒューレット・パッカード社
製）用のプロセスカートリッジの現像装置に、現像ローラＮｏ．１及び現像ブレードＮｏ
．１を組み込み、温度１５℃、相対湿度１０％の低温低湿環境下に２４時間放置した。次
に、評価用画像の印刷を行い、現像ゴーストの評価を行った。
【０１０８】
　現像ゴーストの判定は、紙先端に５ｍｍ×５ｍｍの黒ベタパッチを１０ｍｍ間隔で配置
し、それ以降にハーフトーン画像を印刷する評価画像を用いて行った。この画像において
、黒ベタパッチ印刷後の現像ローラピッチのハーフトーン画像濃度と、それ以外の部分で
のハーフトーン画像濃度をＸ－Ｒｉｔｅ製ＳＰＥＣＴＯＲＤＥＮＳＩＴＯＭＥＴＥＲ　５
００用いて測定し、その濃度差から以下のような基準でランク付けを行った。
Ａ：ハーフトーン画像において、濃度差が０．０４未満である。
Ｂ：ハーフトーン画像において、濃度差が０．０４以上０．０８未満である。
Ｃ：ハーフトーン画像において、濃度差が０．０８以上である。
【０１０９】
〔実施例３及び４〕
　現像ローラに対向する側の突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．０５ｍｍ（実施例２）ま
たは６．５０ｍｍ（実施例３）、突出し部の長さＬ０を１．０ｍｍとする以外は、実施例
２と同様にして、現像ブレードＮｏ．２を得た。間隙の最大幅Ｇｍａｘ、最小幅Ｇｍｉｎ
、割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎ、剥ぎ取り領域の長さＬ２は、表４に示す間隙を形成するよう
に設定した。上記以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１１０】
〔実施例５〕
　図６に示すように、突出し部先端で最小幅Ｇｍｉｎ：０．１０ｍｍ、突出し部根元で最
大幅Ｇｍａｘ：０．２０ｍｍ、割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎ：２．０となる間隙を形成するよ
うに設定した以外は、実施例１と同様にして、現像ブレードＮｏ．４を作製し、更に現像



(19) JP 6946086 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

装置を作製し、測定、評価した。
【０１１１】
〔実施例６〕
　図７に示すように、突出し部先端で最大幅Ｇｍａｘ：０．２０ｍｍ、突出し部根元で最
小幅Ｇｍｉｎ：０．１０ｍｍ、割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎ：２．０となる間隙を形成するよ
うに設定した以外は、実施例１と同様にして、現像ブレードＮｏ．５を作製し、更に現像
装置を作製し、測定、評価した。
【０１１２】
〔実施例７〕
　Ｇｍａｘ、Ｇｍｉｎ、及び割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎを、表４に示す間隙を形成するよう
に設定した以外は実施例４と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１１３】
〔実施例８〕
　Ｇｍａｘ、Ｇｍｉｎ、及び割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎを、表４に示す間隙を形成するよう
に設定した以外は実施例５と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１１４】
〔実施例９～１１〕
　現像ブレードは、現像ローラ側の突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．２０ｍｍとし、突
出し部の長さＬ０を、それぞれ、０．８ｍｍ（実施例８）、３．０ｍｍ（実施例９）また
は２．０ｍｍ（実施例１０）とする以外は、実施例１と同様にして、現像ブレードＮｏ．
８～１０を得た。また、剥ぎ取り領域の長さＬ２を０．８ｍｍとなるように設定した。上
記以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１１５】
〔実施例１２〕
　図９（ａ）に示すように、現像ブレード３０として、現像ローラ側の突出し部３１ｃの
表面が折れ曲り形状とし、突出し部の長さＬ０を、先端側突出し部長さＬ０１、中央突出
し部長さＬ０２、根元側突出し長さＬ０３に３等分した現像ブレードＮｏ．１１を作製し
た。また、Ｌ０１とＬ０２およびＬ０２とＬ０３の突出し部表面側の成す角度は１７０°
とした。上記以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１１６】
〔実施例１３〕
　現像ローラに対向する側の突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．３０ｍｍとし、突出し部
の長さＬ０を１．０ｍｍとする以外は、実施例１と同様にして、現像ブレードＮｏ．１２
を得た。また、Ｇｍａｘ：０．３０ｍｍ、Ｇｍｉｎ：０．３０ｍｍ、となるように設定し
た。上記以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。 
【０１１７】
〔実施例１４〕
　現像ローラに対向する側の突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．３０ｍｍとし、突出し部
の長さＬ０を１．０ｍｍとし、図６に示すように、突出し部の先端の間隙がＧｍｉｎ：０
．１０ｍｍ、突出し部の現像剤層厚規制部側の間隙がＧｍａｘ：０．３０ｍｍ、割合Ｇｍ
ａｘ／Ｇｍｉｎ：３．０となる間隙が形成されるように設定した以外は、実施例４と同様
にして、現像ブレードＮｏ．１３を得た。次いで、実施例１と同様にして、現像装置を作
製し、測定、評価した。
【０１１８】
〔実施例１５〕
　現像ローラに対向する側の突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．３０ｍｍとし、突出し部
の長さＬ０を１．０ｍｍとし、図７に示すように、突出し部の先端の間隙がＧｍａｘ：０
．３０ｍｍ、突出し部の現像剤層厚規制部側の間隙がＧｍｉｎ：０．１０ｍｍ、割合Ｇｍ
ａｘ／Ｇｍｉｎ：３．０となる間隙が形成されるように設定した以外は、実施例５と同様
にして、現像ブレードＮｏ．１４を得た。次いで、実施例１と同様にして、現像装置を作
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製し、測定、評価した。
【０１１９】
〔実施例１６～１８〕
　現像剤層厚規制部の長さＷが、それぞれ、１．０ｍｍ（実施例１５）、３．０ｍｍ（実
施例１６）または５．０ｍｍ（実施例１７）となるように設定した以外は実施例１と同様
にして現像ブレードＮｏ．１５～１７を作製した。次いで、実施例１と同様にして、現像
装置を作製し、測定、評価した。
【０１２０】
〔実施例１９〕
　現像ローラに対向する側の突出し部の表面の曲率半径Ｒを６．２０ｍｍ、突出し部の長
さＬ０を４．０ｍｍに変更した以外は実施例１と同様にして現像装置を作製し、測定、評
価した。
【０１２１】
〔実施例２０〕
　この実施例は、支持部とブレード部が同一の材料で形成された図９（ｂ）に示す現像ブ
レードを使用した例である。
【０１２２】
１．現像ブレードの製造
　下記表３の成分（１）の欄に示す２種類の材料を温度８０℃で３時間、攪拌しながら反
応させてＮＣＯ％８．５０％のプレポリマーを得た。このプレポリマーに、表３の成分（
２）の欄に示す５種類の材料を混合してポリウレタンエラストマー原料組成物を調製した
。成形用金型のキャビティーに、この組成物を注入し、温度１３０℃で２分間かけて硬化
させた後に脱型して、弾性部材を得た。この弾性部材を、長手方向：２２６ｍｍ、短手方
向：１５．２ｍｍ、厚み：２．０ｍｍのサイズに切断した。次いで更に加工して、現像ロ
ーラに対向する側の突出し部３１ｃの表面の曲率半径Ｒが６．２０ｍｍ、突出し部の長さ
Ｌ０が１．０ｍｍの、図９（ｂ）に示す現像ブレードＮｏ．１９を得た。 
【０１２３】
【表３】

【０１２４】
２．現像装置の作製及び評価
　上記現像ブレードを用いた以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定、
評価した。
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【０１２５】
〔実施例２１〕
　図９（ｃ）に示すように、支持部とブレード部が同一の材料で形成された現像ブレード
を使用した。ＳＵＳ‐３０４‐１／２Ｈ材製の材料を短手方向１５．２ｍｍ、長手方向２
２６ｍｍ、厚さ０．０８ｍｍの部材をプレス加工して現像ブレードＮｏ．２０を作製した
。上記以外は、実施例１と同様にして、現像ローラおよび現像ブレードを現像装置に組み
込み、測定、評価した。
【０１２６】
　各実施例における各部材の構成、各測定値、及び評価の結果を表４に示す。
【０１２７】
〔比較例１〕
　現像ブレードは、現像ローラに対向する側の突出し部の表面を直線形状とし、突出し部
の表面の中央部の間隙が最小幅Ｇｍｉｎ：０．２０ｍｍになる間隙が形成されるように設
定した現像ブレードＮｏ．２１を作製した。上記以外は、実施例１と同様にして、現像ロ
ーラおよび現像ブレードを現像装置に組み込み、測定、評価した。
【０１２８】
〔比較例２〕
　現像ブレードは、曲率半径Ｒを６．０３ｍｍとし、間隙の最大幅Ｇｍａｘ、最少幅Ｇｍ
ｉｎが共に０．０３ｍｍになる間隙が形成されるように設定した。上記以外は、実施例１
と同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１２９】
〔比較例３〕
　現像ブレードは、曲率半径Ｒを６．６０ｍｍとし、間隙の最大幅Ｇｍａｘ、最少幅Ｇｍ
ｉｎが共に０．６ｍｍになる間隙が形成されるように設定した。上記以外は、実施例１と
同様にして、現像装置を作製し、測定、評価した。
【０１３０】
〔比較例４〕
　現像ブレードは、突出し部の長さＬ０を０．５ｍｍとし、剥ぎ取り領域の長さＬが０．
５ｍｍになる間隙が形成されるように設定した。上記以外は、実施例１と同様にして、現
像装置を作製し、測定、評価した。
【０１３１】
〔比較例５〕
　図６に示すように、突出し部先端の間隙が最小幅Ｇｍｉｎ：０．０５ｍｍ、突出し部根
元の間隙が最大幅Ｇｍａｘ：０．２０ｍｍ、割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎが４．０となる間隙
が形成されるように設定した以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定、
評価した。
【０１３２】
〔比較例６〕
　図７に示すように、突出し部先端の間隙が最大幅Ｇｍａｘ：０．２０ｍｍ、突出し部根
元の間隙が最小距離Ｇｍｉｎ：０．０５ｍｍ、割合Ｇｍａｘ／Ｇｍｉｎが４．０となる間
隙が形成されるように設定した以外は、実施例１と同様にして、現像装置を作製し、測定
、評価した。
【０１３３】
　各比較例における各部材の構成、各測定値、及び評価の結果を表５に示す。
【０１３４】
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【表４】

【０１３５】
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【表５】

【０１３６】
　以上のとおり、本発明に係る現像装置は、現像ローラの表面と現像ブレードの現像ロー
ラに対向する側の突出し部の表面が凹状に曲っており、かつ、数式（１）、（２）及び（
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３）を全て満たすトナー剥ぎ取り領域を有することから、ゴースト画像の発生を抑制する
ことができる。
【符号の説明】
【０１３７】
１、１ｙ、１ｍ、１ｃ、１ｂ　感光体ドラム
２、２ｙ、２ｍ、２ｃ、２ｂ　帯電ローラ
３、３ｙ、３ｍ、３ｃ、３ｂ　現像ユニット（現像装置）
１１、１１ｙ、１１ｍ、１１ｃ、１１ｂ　現像ローラ
４、４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｂ　１次転写ローラ
５…５ｙ、５ｍ、５ｃ、５ｂ　クリーニングユニット（クリーニング装置）
５１、５１ｙ、５１ｍ、５１ｃ、５１ｂ　クリーニングブレード
６１　中間転写体
６２　２次転写対向ローラ
６５　２次転写ローラ
７　露光装置
８　定着器
９　処理部
Ｔ　トナー
Ｓ　支持部
１０、１０ｙ、１０ｍ、１０ｃ、１０ｂ　カートリッジ
１１　現像ローラ
２０　現像枠体

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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